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クラブリーダー向

けの一連の手引きが作成されて以来、ロータリーの方針と手続に多くの変更が加

わりました（2016 年規定審議会の決定に伴う変更も含む）。以下は、これらの

変更のまとめとなり、「クラブを成功に導くリーダーシップ」に掲載されている

内容に優先します。最新のクラブ定款および細則は、ロータリーウェブサイト

（rotary.org）からご覧いただけます。  

一般情報 

国際ロータリー細則への以下の変更は、2016 年 7 月 1 日に有効となり、すべて

のロータリアンに適用されます。 

ロータリーへの入会 

クラブは、移籍会員、二重会員、名誉会員に関し、独自の方針を定めることがで

きますが、今後も従来の規則に従うことが可能です。会員身分における唯一の必

須資格条件は、ロータリアンが、善良、高潔性、リーダーシップがあり、職業

上、および（または）地域社会において良い世評を受けており、地元や世界の地

域社会に奉仕する意欲のある成人でなければならないという点です。 

ほかのロータリークラブに対して負債がある場合、会員候補者はクラブへの入会

資格がありません。クラブは、入会を希望する移籍会員または元クラブ会員が元

クラブに未納金がない証拠を提供しなければなりません（詳しくは、RI 細則

4.030.を参照）。  

例会頻度、形式、出席における柔軟性 

規定審議会代表議員は、ロータリークラブによる例会の開催方法に関する制限を

なくすことを圧倒的に支持し、クラブの健全性は出席率だけで判断されるもので

はないということを認識しました。RI 理事会も支持しているこの審議会決定に

より、クラブは以下のことができるようになります。  

 例会に最適な日と時間を決定する 

 例会を変更または取り消す 

 奉仕プロジェクトまたは交流行事を例会として見なす 

 顔を合わせる例会またはオンラインの例会のどちらか、または、顔を合わ

せる例会とオンラインの例会を交互に行う、または同時に両方の形式を採

用する（例：ある会員が、顔を合わせる例会にビデオチャットを通じて参

加する）ことを選択する 
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 出席要件と出席率の悪い会員の終結に関する方針を変更するため、クラブ

細則を修正する 

この変更により、ロータリークラブは、月に最低 2 回、何らかの形で例会を開催

する限り、例会頻度を減らすことができます。毎月最後の例会から 15 日以内に

地区ガバナーに出席報告を提出することに変更はありません。 

会員の種類における柔軟性 

ロータリーには、正会員と名誉会員という 2 つの会員の種類があります。今回の

規定審議会の決定により、クラブは、このほかの種類（準会員、法人会員、家族

会員）を追加できます。しかしその場合、それらの会員を正会員として報告し、

RI の人頭分担金を徴収する必要があります。 

「85」のルール 
次の 2 つの条件がそろった場合、ロータリアンは出席を免除されます。一つまた

は複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が 85 年以上であ

り、一つまたは複数のクラブで少なくとも 20 年の会員歴がある場合。 

E クラブとロータリークラブ 
すべてのロータリークラブに新しい柔軟性が認められたことに鑑み、ロータリー

は今後、Eクラブと通常のクラブを区別しません。Eクラブへの言及は、RI細則

および標準ロータリークラブ定款から削除されましたが、クラブは、オンライン

のみ、または主にオンラインで例会を開くクラブであることを強調するため、

「Eクラブ」という名称を使い続けることが可能です。 

ローターアクターのための二重会員 
ローターアクトからロータリーへの移行をスムーズにするため、RI 細則は、ロ

ーターアクト会員であっても、ロータリー会員としての資格を満たしたローター

アクターの入会を認めます。  

一時保留 

クラブは 90 日を上限として会員を一時保留することができます。90 日が経過し

た時点で、当該会員を終結するか復帰させなければなりません。一時保留とされ

た会員は、一時保留について提訴する、または調停や仲裁を求める権利がありま

す。 
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「クラブを成功に導くリーダーシップ」シリーズへの変更 

 
決定 

クラブを成功に導くリーダーシッ

プ 

会長編 
会計編 幹事編 

半期人頭分担金の増額（2016-17 年度の 28 ドルから、

2017-18 年度に 30 ドル、2018-19 年度に 32 ドル、

2019-20 年度に 34 ドル）  

第 2 章 第 4 章 第 2 章 

同じ住所に住む 2 人のロータリアンが機関誌、または

そのクラブに指定したロータリー雑誌を合同で講読す

る 

第 2 章 第 4 章 第 2 章 

クラブは入会金を徴収しなくてもよい。ただし、引き

続き入会金を徴収してもよい。 
第 2 章 補遺 5 第 2 章 

クラブ会計がクラブ理事会のメンバーとなる 第 2 章 

第 3 章 

第 2 章  

書面による理事会議事録を例会後 60 日以内にすべて

の会員に提供する 
 第 2 章 第 2 章 

 




